
▲「セップ氏はアメリカの納税者権

利保障法制定運動の生き証人」と、歓
迎の挨拶をする北野弘久TCフォー

ラム代表委員

▲「全米納税者ユニオン (NTU)は

公衆電話のボックスの中から生まれ
ました」と、 NTUの歴史を紹介する
ピーター・セップ氏

▲「納税者の権利を保護する運動は、現代における最も重要な人権運動です。

共にたたかいましょう！」と分かりやすい英語で語りかけるセップ氏。

▲セップ氏から日米の納税者運動の交流を祈念して、全米納税者ユニオンか
ら日本のTCフォーラムにワシントンの桜を描いた額縁が送られた。

さ
る
五
月
一
五
日
（
土
曜
）
、
東
京
・
四
谷
の
ス
ク
ワ
ー
ル
麹
町
に
お
い
て
、

T

C
フ
ォ
ー
ラ

ム
第
ニ
―
回
定
時
総
会
•
特
別
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
年
は
、
全
米
納
税
者
ユ
ニ
オ
ン

(
N
a
t
i
o
n
a
l
 
T
a
x
p
a
y
e
r
s
 
U
n
i
o
n
、
N
T
u
)
副
会
長
、
ピ
ー
タ
ー
・
セ
ッ
プ
氏
(
P
e
t
e
J
.
S
e
p
p
)
 

を
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
招
き
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定
の
経
緯
と
現

状
日
本
に
お
け
る
納
税
者
権
利
憲
章
制
定
の
必
要
性
ー
—
|
」
と
題
し
て
記
念
講
演
を
し

て
頂
い
た
。
会
場
は
二
百
余
名
の
参
加
者
で
満
席
と
な
り
、
三
時
間
に
お
よ
ぶ
セ
ッ
プ
氏
の

熱
意
溢
れ
る
講
演
に
感
動
の
拍
手
が
続
い
た
。

世
界
の
納
税
者
運
動
を
支
え
て
き
た
セ
ッ
プ
氏
を
歓
迎
す
る

北
野
弘
久
代
表
委
員
（
日
本
大
学
名
誉
教
授
）
の
歓
迎
の
言
葉

開
会
に
先
立
ち
、

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
代
表
委
員
の
北
野
弘
久
日
本
大
学
名
誉
教
授
か
ら
、

ピ
ー
タ
ー
・
セ
ッ
プ
氏
の
略
歴
と
わ
が
国
の
納
税
者
運
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介
が
あ
っ

た
。
北
野
氏
は
、
セ
ッ
プ
氏
夫
妻
が
遠
路
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
我
々
の
た
め
に
訪
日
さ
れ
た
こ

と
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
、
併
せ
て
、
奥
様
共
々
日
本
の
旅
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と

結
ん
だ
。

北
野
代
表
は
紹
介
の
中
で
、
セ
ッ
プ
氏
が
ア
メ
リ
カ
で
三
五
万
人
と
最
も
多
い
会
員
を
擁

す
る
納
税
者
団
体
(
N
G
o
)
の
実
質
的
な
事
務
局
長
（
専
従
職
員
）
で
あ
る
こ
と
、
ア
メ
リ
カ

の
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定
運
動
・
内
国
歳
入
庁
(
I
R
S
)
改
革
運
動
を
草
の
根
か
ら
支
え

て
き
た
運
動
家
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
ま
た
北
野
代
表
は
昨
年
、
不
公
平
な
税
制
を
た

だ
す
会
が
中
心
と
な
っ
て
「
日
本
納
税
者
連
盟
(
J
T
A
)
」
を
結
成
し
、
世
界
納
税
者
連
盟

(
W
T
A
)
に
加
盟
し
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
セ
ッ
プ
氏
の
働
き
か
け
で
あ
っ

た
こ
と
を
紹
介
し
た
。

公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
は
じ
ま
っ
た
全
米
納
税
者
ユ
ニ
オ
ン

(
N
T
u
)

登
壇
す
る
と
セ
ッ
プ
氏
は
「
は
じ
め
ま
し
て
」
と
日
本
語
で
挨
拶
し
、

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
や

日
本
納
税
者
連
盟
の
招
き
に
よ
り
講
演
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
を
感
謝
す
る
と
述
べ
る
と

と
も
に
、
た
ま
た
ま
日
本
に
お
い
て
首
相
を
含
む
政
治
家
が
年
金
未
加
入
・
未
納
事
件
が
報

道
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
納
税
者
の
権
利
が
叫
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
背
景
に
も
政
治
家
の
脱
税
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。

続
い
て
セ
ッ
プ
氏
は
、
全
米
納
税
者
ユ
ニ
オ
ン

(
N
T
u
)
の
歴
史
に
つ
い
て
、

N
T
U
は

一
九
六
八
年
、
「
一
台
の
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
中
か
ら
始
ま
っ
た
」
と
、
奇
妙
な
紹
介
を
し

た
。
当
時
、
民
主
党
・
共
和
党
の
二
大
政
党
の
ど
ち
ら
の
党
も
、
納
税
者
の
権
利
に
つ
い
て
配

慮
が
な
い
と
し
て
不
信
感
を
抱
い
た
一
人
の
青
年
（
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
デ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
氏
）
が
電

話
ボ
ッ
ク
ス
に
入
り
、
納
税
者
の
権
利
を
掲
げ
て
た
た
か
う
市
民
団
体
が
な
い
か
電
話
帳
を

探
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
組
織
は
全
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
何
人
か
の
仲

間
に
呼
び
か
け
、
自
分
達
で
納
税
者
団
体
を
つ
く
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。

N
T
U

は
結
成
当
時
(
-
九
七

0
年
）
、
僅
か
二
千
人
の
会
員
だ
っ
た
が
、
納
税
者
の
権
利
を
訴
え
た

こ
と
が
多
く
の
市
民
の
共
感
を
よ
び
、
一
九
九

0
年
に
は
二

0
万
人
の
会
に
発
展
し
、
現
在

は
三
十
五
万
人
の
個
人
会
員
を
擁
す
る
全
米
最
大
の
納
税
者
団
体
と
な
っ
て
い
る
。

三
度
の
納
税
者
権
利
保
障
法
を
勝
ち
取
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
経
験

は
じ
め
に
セ
ッ
プ
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
長
い
間
、
内
国
歳
入
庁
(
I
R
S
)
が
諜

報
シ
ス
テ
ム
の
一
翼
を
担
っ
て
お
り
、
時
の
権
力
に
阿
る
行
政
機
関
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。

（
以
下
2
面
に
つ
づ
く
）

疇
冒
雪
量

疇
言
＿
墨
奎
―

-l-． 

゜

氏

全
米
納
税
者
ユ
ニ
オ
ン
副
会
長
特
別
講
演

盛
大
に
開
催
さ
る

そ
の
た
め
第
一
次
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定
に
至
る
道
の
り
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
。

N
T
U
は
納
税
者
・
国
民
に
対
す
る
包
括
的
な
権
利
を
要
求
し
た

が
運
動
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
間
、
一
九
八
五
年
に
計
画
さ
れ
た
「
内
国
歳
入

庁
の
近
代
化
」
は
大
失
敗
に
終
わ
り
、
財
政
赤
字
が
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
米
各
地
で
税

務
職
員
に
よ
る
厳
し
い
調
査
・
徴
税
が
行
わ
れ
た
。

N
T
U
は
そ
う
し
た
納
税
者
の
受
け
た

事
件
の
数
々
を
、
専
門
家
に
も
協
力
し
て
も
ら
っ
て
収
集
し
、
そ
の
実
態
を
知
ら
せ
る
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。
そ
の
結
果
、
よ
う
や
く
一
九
八
七
年
、
議
会
で
公
聴
会
が
開
催
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

N
T
U
や
議
会
の
動
き
に
対
し
、
内
国
歳
入
庁
、
と
り
わ
け
内

国
歳
入
庁
労
働
組
合
の
猛
烈
な
反
撃
が
あ
っ
た
。

内
国
歳
入
庁
の
反
撃
に
勝
利
し
第
一
次
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定

し
か
し
N
T
U
は
、
数
百
万
の
市
民
に
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
送
っ
た
り
、
ト
ー
ク
・
ラ
ジ

オ
を
活
用
し
た
り
、
他
の
人
権
擁
護
団
体
と
提
携
を
し
た
り
し
て
議
会
へ
の
ロ
ビ
ー
活
動
を

展
開
し
た
結
果
、
つ
い
に
一
九
八
八
年
―
二
月
、
第
一
次
納
税
者
権
利
保
障
法
が
制
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

第
一
次
納
税
者
権
利
保
障
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
主
な
納
税
者
の
権
利
条
項
は
、
①
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
「
納
税
者
と
し
て
の
あ
な
た
の
権
利
」
を
調
査
時
に
交
付
す
る
こ
と
、
②
調
査
の

様
子
を
録
音
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
、
③
専
門
家
を
代
理
人
と
し
て
選
任
し
た
場
合
、

調
査
は
直
ち
に
中
止
さ
れ
る
こ
と
、
④
差
押
さ
え
財
産
に
一
定
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
、
⑤

税
務
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
納
税
者
救
済
命
令
権
を
付
与
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

一
方
、
第
一
次
納
税
者
権
利
保
障
法
の
問
題
点
と
し
て
は
、
①
税
務
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
活

動
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
②
調
査
手
続
や
徴
税
手
続
に
法
の
規
定
ど
お
り
実
施
さ

れ
な
い
点
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
納
税
者
に
対
す
る
救
済
制
度
が
経
済
的
な
面
で
不
十
分
で

あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

N
T
U
は
直
ち
に
こ
れ
ら
の
不
十
分
な
点
を
補
完
す
る
た

め
、
第
二
次
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定
の
運
動
に
取
り
組
ん
だ
。
再
び
、
税
務
職
員
か
ら
ひ
ど

い
目
に
あ
っ
た
納
税
者
の
情
報
を
収
集
し
、
ト
ー
ク
・
ラ
ジ
オ
な
ど
を
使
っ
て
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
展
開
し
た
。

勢
い
に
乗
っ
て
第
二
次
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定

第
二
次
納
税
者
権
利
保
障
法
は
一
九
九
六
年
七
月
、
第
一
次
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定
か

ら
八
年
後
に
制
定
さ
れ
た
。
第
二
次
納
税
者
権
利
保
障
法
で
は
、
①
税
務
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制

度
を
納
税
者
権
利
擁
護
官
制
度
に
改
め
、
納
税
者
救
済
命
令
権
を
拡
大
し
た
こ
と
、
②
税
務

職
員
に
よ
る
違
法
な
徴
税
活
動
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
額
の
上
限
を
10
万
ド
ル
か
ら
100

万
ド
ル
に
引
き
上
げ
た
こ
と
、
③
税
務
訴
訟
で
納
税
者
が
勝
訴
し
た
場
合
に
保
障
さ
れ
る
弁

護
士
費
用
を
時
間
当
た
り
75
ド
ル
か
ら
1
1
0
ド
ル
に
引
き
上
げ
た
こ
と
、
④
利
子
税
や
加
算
税

の
か
か
ら
な
い
猶
予
期
間
を
延
長
し
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

一
方
、
第
二
次
納
税
者
権
利
保
障
法
の
問
題
点
と
し
て
は
、
①
善
意
の
配
偶
者
に
対
し
不

公
正
な
取
扱
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
多
く
の
納
税
者
に
と
っ
て
訴
訟
を
選
択
す
る
道
が

閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
内
国
歳
入
庁
の
組
織
や
風
土
を
変
え
る
方
向
が
見
え
な
い
こ

と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

N
T
U
は
再
び
次
の
改
革
に
向
け
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た
。
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2004年度T ＿＝ム役員 簿

区 ノ刀＼ 氏 名 所 属 等

代 表委員北野弘久 日本大学名脊教授

大江志 乃 夫 茨城大学名脊教授

運 営委員植松 省 自 税理士

浦野広明 立正大学法学部教授・税理士

粕谷晴江 税理士

金井 清 吉 弁護士

河野 先 第一経理事務所・税理士

湖東京至 関東学院大学法科大学院教授・税理士

里見秀俊 全建総連税金対策部長

谷山治雄 税制経営研究所所長

田村秀樹 全国保険医団体連合会事務局

鶴見祐策 弁護士

富山泰一 不公平な税制をただす会事務局長・税理士

谷野 洋 全国商工団休連合会常任理

高谷 真 全国青年税到！ヒ連盟会長・税理士

新国 信 税経新人会全国協議会理事長・税理士

益子良一 神奈川大学請仇廿・税理士

長谷川 博 朝日大学客い教授・税理士

吉本 貝-,--． 税理士

事務局長湖東京至 関東学院大学法科大学院教授・税理士

事務局員吉本 貝= 税理士

同 川村浩 達 全建総連

同 牧 伸人 全商連

同 田村秀樹 全国保険医団体連合会

同 長谷川 博 朝日大学客員教授・税理士

同 益子良一 神奈川大学講師・税理士

会計監事宮本浩一 税理士

同 坂内直治 税理士

内
国
歳
入
庁
長
官
を
民
間
人
か
ら
、
第
三
次
納
税
者
権
利
保
障
法
の
制
定

第
三
次
納
税
者
権
利
保
障
法
制
定
運
動
は
、
内
国
歳
入
庁
の
組
織
を
根
底
か
ら
変
え
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

N
T
U
は
一
八
人
で
構
成
さ
れ
る
「
内
国
歳
入
庁
改
革
国
家
委
員
会
」
の
メ
ン

バ
ー
に
委
員
を
送
る
と
と
も
に
、
税
務
職
員
の
職
権
濫
用
事
件
に
つ
い
て
議
会
の
公
聴
会
で

証
言
さ
せ
る
運
動
を
行
っ
た
。
ト
ー
ク
・
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
活
用
し
、

つ
い
に
一
九
九
八
年
七
月
、
第
三
次
納
税
者
権
利
保
障
法
、
別
名
、
内
国
歳
入
庁
再
編
改
革
法

が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
次
納
税
者
権
利
保
障
法
で
は
、
①
民
間
人
を
含
め
た
九
名
の
委
員
か
ら
な
る
「
内
国

歳
入
庁
監
視
委
員
会
」
を
新
設
し
た
こ
と
、
②
内
国
歳
入
庁
長
官
を
は
じ
め
民
間
の
人
材
を

積
極
的
に
登
用
し
た
こ
と
、
③
挙
証
責
任
を
納
税
者
側
か
ら
内
国
歳
入
庁
側
に
転
換
さ
せ
た

こ
と
、
④
善
意
の
配
偶
者
に
対
す
る
救
済
措
置
を
拡
大
し
た
こ
と
、
⑤
裁
判
手
続
を
見
直
し

た
こ
と
、
な
ど
第
一
次
及
び
第
二
次
納
税
者
権
利
保
障
法
の
内
容
を
大
幅
に
拡
充
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
第
三
次
納
税
者
権
利
保
障
法
の
問
題
点
と
し
て
は
、
①
「
内
国
歳
入
庁
監
視
委
員

会
」
が
な
か
な
か
開
か
れ
な
い
こ
と
、
②
納
税
者
権
利
擁
護
官
の
救
済
命
令
が
、
し
ば
し
ば
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
③
裁
判
所
に
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
が
あ
り
、
納
税
者
の

権
利
が
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
、
④
市
民
に
よ
る
「
納
税
者
救
済
市
民
委
員
会
」
の
権
限
に
つ
い

て
、
そ
の
境
界
線
が
不
明
確
な
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
在
、
州
の
税
務
当
局
に
対
す

る
納
税
者
の
権
利
の
問
題
が
浮
上
し
て
お
り
、
各
州
に
お
い
て
も
納
税
者
権
利
保
障
法
を
制

定
す
る
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

納
税
者
の
権
利
獲
得
運
動
は
現
代
の
人
権
運
動
ー
世
界
の
仲
間
と
共
に
1

セ
ッ
プ
氏
は
、
納
税
者
に
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
様
々
な
悪
弊
が
起
こ
る
と
す
る

批
判
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

①
納
税
者
に
権
利
を
保
障
す
る
と
、
「
税
収
が
落
ち
込
む
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
誤
り
。
明
確

な
証
拠
が
あ
る
。

②
納
税
者
に
権
利
を
保
障
す
る
と
、
「
納
税
者
が
い
い
か
げ
ん
な
申
告
を
す
る
」
と
い
う
が
、

こ
れ
は
誤
り
。

③
納
税
者
に
権
利
を
保
障
す
る
と
、
「
納
税
者
に
過
剰
な
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
」
と
い
う
が
、
こ

れ
は
誤
り
。

④
納
税
者
に
権
利
を
保
障
す
る
と
、
「
納
税
者
が
税
制
を
悪
用
す
る
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
誤

り
。
税
制
は
す
で
に
充
分
に
悪
用
さ
れ
な
い
よ
う
整
備
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
納
税
者
の
権
利
保
護
運
動
に
は
次
の
点
が
肝
要
で
あ
る
と
し
た
。

①
政
党
・
党
派
を
超
え
た
共
同
運
動
を
起
こ
す
こ
と
。

②
税
務
当
局
と
た
た
か
う
納
税
者
の
人
間
性
・
魂
を
引
き
出
す
こ
と
。

③
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
で
変
化
が
生
ま
れ
る
こ
と
。

セ
ッ
プ
氏
は
最
後
に
、
納
税
者
の
権
利
獲
得
運
動
は
現
代
に
お
い
て
最
も
重
要
な
人
権
運

動
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
の
運
動
に
か
か
わ
っ
て
い
る
あ
な
た
方
は
人
権
運
動
の
中
心
に
い

る
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
い
た
い
と
し
、
し
か
し
、
あ
な
た
方
は
一
人
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ

の
納
税
者
団
体
や
世
界
の
納
税
者
団
体
と
共
に
学
び
、
共
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
必
ず
や
こ
の
運
動
が
成
功
を
お
さ
め
る
こ
と
を
確
信
し
て
い

た
だ
き
た
い
、
と
結
ん
だ
。

三
時
間
に
わ
た
る
講
演
を
終
え
た
あ
と
、
北
野
弘
久
代
表
委
員
が
英
語
で
謝
辞
を
述
べ
花

束
の
贈
呈
を
行
っ
た
。
セ
ッ
プ
氏
か
ら
は
日
米
の
納
税
者
運
動
の
交
流
を
記
念
し
て
、
ワ
シ

ン
ト
ン
の
桜
を
描
い
た
額
が
北
野
代
表
に
贈
呈
さ
れ
た
。

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
こ
の
＿
年
の
活
動
報
告

二
0
0
三
年
四
月
＿
日

S
二
0
0
四
年
三
月
三
一
日

1
、
二

0
0
三
年
五
月
一
四
日
定
時
総
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
（
於
、
主
婦
会
館
）
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
師
に
塩
崎
潤
先
生
（
元
大
蔵
省
主
税
局
長
）
を
招
き
、
「
な
ぜ

納
税
者
権
利
憲
章
は
必
要
か
」
と
題
し
て
講
演
し
て
い
た
だ
く
。
他
に
、
二

0
0
三

年
一
月
に
出
版
さ
れ
た
『
世
界
の
納
税
者
権
利
憲
章
』
取
材
の
ウ
ラ
話
を
、
ア
メ
リ

カ
、
韓
国
、
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
が
報

告
し
た
。

な
お
、
当
日
一
六
人
の
衆
参
両
院
議
員
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
戴
し
た
。

2
、
二

0
0
三
年
六
月
二
日
塩
崎
潤
先
生
と
面
談
。
塩
崎
潤
先
生
か
ら
自
民
党
税
調

や
政
府
税
調
に
も
申
し
入
れ
を
す
べ
き
と
の
強
い
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
直
ち
に
事

務
局
会
議
を
開
催
し
、
与
党
税
調
に
対
す
る
具
体
的
な
要
請
方
法
等
に
つ
い
て
打
合

せ
を
行
っ
た
。

3
、
二

0
0
三
年
六
月
―
二
日
「

T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
中
央
情
報
」
第
一
六
号
（
定
時
総

会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
集
）
発
行
。

4
、
二

0
0
三
年
六
月
一
六
日
衆
議
院
議
員
・
塩
崎
泰
久
先
生
と
面
談
。
与
党
税
調
に

対
す
る
申
し
入
れ
の
作
戦
を
検
討
。

5
、
二

0
0
三
年
七
月
一
八
日
自
民
党
税
調
会
長
・
相
沢
英
之
衆
議
院
議
員
と
議
員
会

館
に
お
い
て
面
談
。
与
党
税
調
で
議
論
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
請
。

6
、
二

0
0
三
年
七
月
二
八
日
政
府
税
制
調
査
会
・
石
弘
光
会
長
と
主
税
局
応
接
室
に

お
い
て
面
談
。
政
府
税
調
と
し
て
納
税
者
権
利
保
護
法
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
要
請
。

7
、
二

0
0
三
年
七
月
二
八
日
日
本
経
団
連
に
要
請
。
税
制
グ
ル
ー
プ
長
・
阿
部
泰
久

氏
と
面
談
。
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
日
本
経
団
連
と
し
て
納
税
者
権
利
保
護

法
の
必
要
性
を
提
言
す
る
よ
う
要
請
。

8
、
二

0
0
三
年
八
月
四
日
日
本
商
工
会
議
所
に
要
請
。
産
業
政
策
部
長
・
坪
田
秀

治
氏
と
面
談
。
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
同
会
議
所
の
税
制
改
正
要
望
書
に
納

税
者
権
利
保
護
法
の
必
要
性
を
提
言
す
る
よ
う
要
請
。

9
、
二

0
0
三
年
八
月
一
五
日
「
T

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
中
央
情
報
」
第
一
七
号
（
政
府
税

調
会
長
等
へ
の
要
請
行
動
の
経
過
報
告
）
発
行
。

10
、
二

0
0
三
年
八
月
二
四
日
自
治
労
連
「
地
方
税
に
お
け
る
納
税
者
権
利
憲
章
（
素

案
）
」
作
成
。

1
1
、
二

0
0
三
年
九
月
―
二
日
日
本
経
団
連
「
平
成
一
六
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提

言
」
発
表
。
は
じ
め
て
、
提
言
の
中
に
「
納
税
者
の
権
利
の
尊
重
」
の
一
項
が
入
る
。

12
、
二

0
0
四
年
三
月
一
六
日
自
民
党
税
制
調
査
会
・
甘
利
明
衆
議
院
議
員
に
議
員
会

館
に
お
い
て
面
談
。
与
党
税
調
と
し
て
納
税
者
権
利
保
護
法
制
定
を
議
論
し
て
い
た

だ
く
よ
う
要
請
。
自
民
党
税
制
調
査
会
会
長
・
津
島
雄
二
衆
議
院
議
員
、
同
調
査
会

小
委
員
長
・
町
村
信
孝
衆
議
院
議
員
、
民
主
党
•
海
江
田
万
里
衆
議
院
議
員
、
民
主

党
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
理
事
・
島
聡
議
員
、
同
長
妻
昭
議
員
、
同
中
塚
一
宏
議

員
な
ど
に
要
請
。
い
ず
れ
も
秘
書
と
面
談
。

13
、
二

0
0
四
年
三
月
一
九
日
公
明
党
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
理
事
・
上
田
勇
議
員

と
議
員
会
館
に
お
い
て
面
談
。

1
4
、
二

0
0
四
年
三
月
五
月
一
五
日
の
定
時
総
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
特
別
講
演

に
全
米
納
税
者
ユ
ニ
オ
ン
・
ピ
ー
タ
ー
・
セ
ッ
プ
氏
を
招
聘
す
る
件
に
つ
き
準
備
開

ムロ。
女


